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現行 改正案

兵庫県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱

１ 目的

  「介護保険法施行令」（平成１０年政令第４１２号）第４条第１項第９号の規定による福祉

用具専門相談員指定講習事業者（以下「事業者」という。）の指定については、「介護保険法

施行規則」（平成１１年省令第３６号）、「介護保険法施行規則第２２条の３３第２号の厚生

労働大臣が定める講習の内容」（平成１８年３月３１日厚告第２６９号）及び「福祉用具専門

相談員について」（平成１８年３月３１日老振第０３３１０１１号）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。

２ 事業者の指定等

（１）事業者の要件

事業者は、福祉用具専門相談員指定講習の趣旨を十分に理解し、責任をもって講習事業を

実施する能力があると知事が認めたものとし、保健・福祉事業について１年以上の実績のあ

る法人格を有する者とする。

  ただし、ア～ウの条件をいずれも満たす場合は、法人に準じて取り扱うものとする。

ア 代表者が定められているとともに、永続性が認められること。

イ 会の組織運営について、責任関係が明確に定められており、保健・福祉事業について相当

の実績を有していること。

ウ 会計が適切に処理されていること。

（２）指定の要件

知事は、次の要件を満たすと認められる場合、事業者として指定することができる。

事項 内容

実施に関する

体制

事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務能力及び

事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであるこ

と。

経理の区分 講習事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計

帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整

備されていること。

事業所の存在 県内に事業所が存在することが登記簿謄本で確認できるこ

と。

県知事の指示 知事が、講習事業に関する情報の提供、当該事業の内容の

変更その他の指示を行った場合に、当該指示に従うこと。

講習の開催 講習が、年１回以上、別紙１及び別紙１－２に定める講習

課程の内容に従って開催されること。
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講師要件 １ 別紙２の要件を満たす適切な人材が確保されていること。

２ １の講習について３名以上の講師で担当すること。

３ 演習を担当する講師については、講師１名につき、受講生

がおおむね５０名を超えない程度の割合で担当すること。

４ 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合

に備え、代替講師の確保や予備日の設定等の準備ができる

こと。

テキスト 本要綱に定める内容が確保され、別紙１及び別紙１－２の

研修課程を適切に実施する上で適当なものを使用し、テキス

トに沿って研修を実施すること。なお、標準テキストは、中

央法規出版：「福祉用具専門相談員研修用テキスト」とする。

運営規程の公

開

講習受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げ

る事項を明らかにした運営規程を定め、公開すること。

ア 開講目的

イ 講習の名称

ウ 事業所の所在地

エ 講習期間

オ 講習課程

カ 講師氏名

キ 修了評価の実施方法

ク 講習修了の認定方法及び欠席した場合の取扱い

ケ 年間の開講時期（計画）

コ 受講手続き

サ 受講料（補講等を含む。）等受講に際し必要な費用の額

（３）指定を行わない場合

  知事は、過去に指定取消処分を受けた事業者、指定取消を免れるために講習事業を取り下

げた事業者及び指定を受けずに講習事業を行った事業者に対しては新たな指定を行わないこ

とができる。

（４）修了評価

修了評価については別紙１－２に定める「到達目標」に沿って、各受講者の知識・技術等

の修得度を一時間程度の筆記試験により評価すること。

なお、修了評価に要する時間は講習課程には含まないものとする。

また、知識・技術等の修得が十分でない場合には、必要に応じて補講等を行うこと。

（５）補講

   講習の一部を欠席（当該講習課程の時間数のおおむね２割以内）した者で、やむをえない事

情があると認められる者については、運営規程に定めた取扱いに従って補講（次のいずれかに
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該当する方法によるものに限る。）を行うことにより、当該科目に出席したものとみなすこと

ができる。

ア 別途、当該講習科目の講師要件を満たす講師が担当する講習を実施し、受講させる。

イ 当該事業者が実施している他の講習事業で同一科目を受講させる。

ウ 当該講習科目の内容のすべてを撮影、録取した映像を事業者の管理下で視聴させ、出席し

ていた場合と同等の内容を学習させた上で、レポートを提出させることにより、受講者の理

解度を確認する。

（６）実施上の留意事項

   講習事業の実施にあたっては次のことを遵守すること。

注意事項 内容

講習の期間 別紙１及び別紙１－２で定める講習課程についてはおおむ

ね７日程度で修了することとし、地域の実情等で７日程度で実

施できない場合は、２ヶ月程度の範囲内で修了することとす

る。ただし、これによることが困難な特別の事情があり、講習

の課程としての継続性が維持できると認められるときはこの

限りではない。

受講生の募集

時期

受講生の募集にあたっては、知事の事業者指定及び年間事業

計画の届出後に実施する。受講希望者へ提示する募集案内には

事業者指定番号を明示すること。

限定募集の禁

止

受講対象者の募集について、講習実施前に適切な期間をおい

て公募により行うものとし、一定の団体等に所属する者に限定

して募集してはならない（また、希望者には講習を公開し、見

学等を実施すること。）。

ただし、知事が特に認める場合はこの限りではない。

福祉用具専門

相談員の範囲

の周知

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準」（平成１１年厚生省令第３７号）第１９４条に定める一

定の有資格者については、本講習を受講しなくても福祉用具専

門相談員として指定福祉用具貸与事業所等で勤務することが

可能であることについて、募集案内等に記載すること等によ

り、受講希望者に対して周知を行う。

福祉用具専門相談員の範囲は、介護保険法施行令において、

以下のものを規定する。

１ 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士及び義肢装具士

２ 都道府県知事が指定する講習の課程を修了し、修了した旨

の証明書の交付を受けた者

３ 都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習と同程度以

上の講習と認めたものの課程を修了し、修了した旨の証明書

の交付を受けた者

かに該当する方法によるものに限る。）を行うことにより、当該科目に出席したものとみな

すことができる。

ア 別途、当該講習科目の講師要件を満たす講師が担当する講習を実施し、受講させる。

イ 当該事業者が実施している他の講習事業で同一科目を受講させる。

ウ 当該講習科目の内容のすべてを撮影、録取した映像を事業者の管理下で視聴させ、出席

していた場合と同等の内容を学習させた上で、レポートを提出させることにより、受講者

の理解度を確認する。

（６）実施上の留意事項

   講習事業の実施にあたっては次のことを遵守すること。

注意事項 内容

講習の期間 別紙１及び別紙１－２で定める講習課程についてはおおむ

ね７日程度で修了することとし、地域の実情等で７日程度で実

施できない場合は、２ヶ月程度の範囲内で修了することとす

る。ただし、これによることが困難な特別の事情があり、講習

の課程としての継続性が維持できると認められるときはこの

限りではない。

受講生の募集

時期

受講生の募集にあたっては、知事の事業者指定及び年間事業

計画の届出後に実施する。受講希望者へ提示する募集案内には

事業者指定番号を明示すること。

限定募集の禁

止

受講対象者の募集について、講習実施前に適切な期間をおい

て公募により行うものとし、一定の団体等に所属する者に限定

して募集してはならない（また、希望者には講習を公開し、見

学等を実施すること。）。

ただし、知事が特に認める場合はこの限りではない。

福祉用具専門

相談員の範囲

の周知

「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準」（平成１１年厚生省令第３７号）第１９４条に定める一

定の有資格者については、本講習を受講しなくても福祉用具専

門相談員として指定福祉用具貸与事業所等で勤務することが

可能であることについて、募集案内等に記載すること等によ

り、受講希望者に対して周知を行う。

福祉用具専門相談員の範囲は、介護保険法施行令において、

以下のものを規定する。

１ 保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、

社会福祉士、介護福祉士及び義肢装具士

２ 都道府県知事が指定する講習の課程を修了し、修了した旨

の証明書の交付を受けた者

３ 都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習と同程度以

上の講習と認めたものの課程を修了し、修了した旨の証明書

の交付を受けた者



（１）施行の際現に厚生労働大臣の指定を受けていた事業者が

行った講習

(２）その他知事がカリキュラムの内容から判断し、同程度

以上と認める課程

誇大広告の禁

止

 誇大広告等により受講生に不当に期待を抱かせたり、それに

よって損害を与えないよう、実態と乖離のない正確な広告表示

を行う。

重要事項の説

明及び受講者

の本人確認

① 受講契約に際して、契約手続き及び受講料等の契約内容に

ついて、受講予定者に対し別紙３に定める「重要事項説明書」

を交付し、事前に十分説明する。

② 受講申込受付時又は初回受講時において、次に掲げるいず

れかにより受講者本人であることの確認を行うとともに、そ

の原本若しくは写しを適切に保存しなければならない。な

お、本人確認の際には、受講希望者の過度な負担にならない

よう留意すること。

 ア 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票、イ 住民基本台帳

カード、ウ 在留カード等、エ 健康保険証、オ 運転免許

証、カ パスポート、キ 年金手帳、ク マイナンバーカー

ド、ケ 運転免許以外の国家資格を有する者については、そ

の免許証又は登録証

苦情相談窓口

の設置

 受講者からの苦情に対応するため、苦情相談窓口を設置する

とともに、受講者からの苦情があった場合には迅速に誠意をも

って対応する。

受講生の出席

状況等の記録

事業者は、講習への出席状況、成績等講習受講者に関する状

況を確実に記録し、当該講習の修了した日から起算して１０年

を経過する日までの間保存すること。

ただし、修了証明書に関する書類は、受講者が災害等で修了

証明書を消失した場合等、再発行を要する場合もあることか

ら、永久保存すること。

個人情報の保

護

事業者は、講習事業の実施上知り得た受講者及び講師等の秘

密の保持に留意し、受講者及び講師等の個人情報の保護の重要

性を認識し、個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利

益を侵害することがないよう、適切に管理する。

必要な科目の

追加

事業者は、地域性、受講生の希望等を考慮して、必要な科目を

追加することができる。

３ 事業者指定申請手続等

   指定申請は、事業所（人的物的施設があり、継続して事業が行われる場所。）の所在地が兵

庫県内にある事業者について行う。
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 誇大広告等により受講生に不当に期待を抱かせたり、それに

よって損害を与えないよう、実態と乖離のない正確な広告表示

を行う。

重要事項の説

明及び受講者

の本人確認

① 受講契約に際して、契約手続き及び受講料等の契約内容に

ついて、受講予定者に対し別紙３に定める「重要事項説明書」

を交付し、事前に十分説明する。

② 受講申込受付時又は初回受講時において、次に掲げるいず

れかにより受講者本人であることの確認を行うとともに、そ

の原本若しくは写しを適切に保存しなければならない。な

お、本人確認の際には、受講希望者の過度な負担にならない

よう留意すること。

 ア 戸籍謄本、戸籍抄本若しくは住民票、イ 住民基本台帳

カード、ウ 在留カード等、エ 健康保険証、オ 運転免許

証、カ パスポート、キ 年金手帳、ク マイナンバーカー

ド、ケ 運転免許以外の国家資格を有する者については、そ

の免許証又は登録証

苦情相談窓口

の設置

 受講者からの苦情に対応するため、苦情相談窓口を設置する

とともに、受講者からの苦情があった場合には迅速に誠意をも

って対応する。

受講生の出席

状況等の記録

事業者は、講習への出席状況、成績等講習受講者に関する状

況を確実に記録し、当該講習の修了した日から起算して１０年

を経過する日までの間保存すること。

ただし、修了証明書に関する書類は、受講者が災害等で修了

証明書を消失した場合等、再発行を要する場合もあることか

ら、永久保存すること。

個人情報の保

護

事業者は、講習事業の実施上知り得た受講者及び講師等の秘

密の保持に留意し、受講者及び講師等の個人情報の保護の重要

性を認識し、個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利

益を侵害することがないよう、適切に管理する。

必要な科目の

追加

事業者は、地域性、受講生の希望等を考慮して、必要な科目を

追加することができる。

３ 事業者指定申請手続等

   指定申請は、事業所（人的物的施設があり、継続して事業が行われる場所。）の所在地が

兵庫県内にある事業者について行う。

（１）事業者指定の申請



 事業者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、初回の講習の募集を開

始する３月前までに、次に掲げる事項について事業者指定申請書（様式１－１）及びその添

付書類を提出すること。

ア 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）

イ 講習の名称

ウ 事業所の所在地

エ 講習課程（様式１－２）

オ 運営規程

カ 講師一覧（様式１－３）

キ 講師の氏名、履歴及び担当科目（様式１－４）

ク 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書（様式１－５）

ケ 講習事業を開始する年度の収支予算書（様式１－６）

コ 申請者の前年度の決算書

サ 申請者の概要及び資産状況

シ 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款

ス 修了評価に使用する問題と解答

セ 誓約書（様式１－７）

ソ 講習事業を開始する年度の年間事業計画書（様式３－２）

（２）事業者廃止の届出

ア 事業者は、１か年度にわたって講習事業を実施しないこととした場合、事業者廃止届出

書（様式２）を速やかに提出することとする。

イ 知事は、事業者が１か年度を超えて講習事業を実施していないにもかかわらず、事業者

廃止届出書を提出していない場合は、事業者指定を廃止したものとみなす。

４ 講習事業の開始

（１）年間事業計画の届出

事業者は、事業年度ごとに、講習に係る年間事業計画届出書（様式３－１）を、次

の各号のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。

ア 当該事業年度開始前の３月３１日

イ 当該事業年度の講習に関して最初に開講する日の３０日前

（２）前項の届出の際には次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 年間事業計画書（様式３－２）

イ 運営規程

ウ 講習ごとの時間割表（様式３－３）

エ 講師一覧（様式１－３）

オ 事業実施年度の収支予算書（様式１－６）

カ 事業所（講習を行う教室）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては、名称）並びに

利用計画及び当該事業所の設置者の承諾書

キ 募集案内等（受講希望者に提示する書類）

 事業者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、初回の講習の募集を

開始する３月前までに、次に掲げる事項について事業者指定申請書（様式１－１）及びそ

の添付書類を提出すること。

ア 申請者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）

イ 講習の名称

ウ 事業所の所在地

エ 講習課程（様式１－２）

オ 運営規程

カ 講師一覧（様式１－３）

キ 講師の氏名、履歴及び担当科目（様式１－４）

ク 各講師の保有する資格等の証明書及び当該講師の承諾書（様式１－５）

ケ 講習事業を開始する年度の収支予算書（様式１－６）

コ 申請者の前年度の決算書

サ 申請者の概要及び資産状況

シ 申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款

ス 修了評価に使用する問題と解答

セ 誓約書（様式１－７）

ソ 講習事業を開始する年度の年間事業計画書（様式３－２）

（２）事業者廃止の届出

ア 事業者は、１か年度にわたって講習事業を実施しないこととした場合、事業者廃止届

出書（様式２）を速やかに提出することとする。

イ 知事は、事業者が１か年度を超えて講習事業を実施していないにもかかわらず、事業

者廃止届出書を提出していない場合は、事業者指定を廃止したものとみなす。

４ 講習事業の開始

（１）年間事業計画の届出

事業者は、事業年度ごとに、講習に係る年間事業計画届出書（様式３－１）を、

次の各号のいずれか早い期日までに知事に提出しなければならない。

ア 当該事業年度開始前の３月３１日

イ 当該事業年度の講習に関して最初に開講する日の３０日前

（２）前項の届出の際には次に掲げる書類を添付しなければならない。

ア 年間事業計画書（様式３－２）

イ 運営規程

ウ 講習ごとの時間割表（様式３－３）

エ 講師一覧（様式１－３）

オ 事業実施年度の収支予算書（様式１－６）

カ 事業所（講習を行う教室）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっては、名称）並び

に利用計画及び当該事業所の設置者の承諾書

キ 募集案内等（受講希望者に提示する書類）



５ 講習事業の廃止

 事業者は、４で届け出た講習事業の一部又は全部を廃止する場合、廃止する旨の決定後１０日

以内に廃止届出書（様式４）を提出するものとする。

６ 事業者指定及び講習事業内容の変更の届出

 事業者は、事業者又は届け出た講習事業の内容について変更があった場合には変更届出書（様

式５）に必要書類を添付し、変更を決定した日から１０日以内に提出するものとする。

７ 修了証書の交付等

 事業者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、別紙５に定める様式に準じ、修了証書及び

携帯修了証明書を交付するものとする。

  なお、修了証明書に記載する日付は修了評価実施日以降とする。

８ 名簿等の提出

（１）名簿の提出

事業者は、毎事業年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した名簿（様式６）を知

事へ提出すること。

ア 福祉用具専門相談員指定講習修了者の氏名、生年月日、住所

イ 修了年月日

ウ 修了証明書の番号（なお、付番方法については別紙４のとおりとする。）

 なお、名簿（様式６）を紙媒体で提出の他に電子媒体でも提出すること。

（２）事業報告書の提出

 事業者は、毎事業年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書（様式７）

を知事へ提出すること。

ア 開催日時及び場所

イ 受講者数及び修了者数

ウ 講習課程（カリキュラム）（様式１－２）

エ 事業実施年度の収支決算書（様式１－６）

オ 講習ごとの時間割表（様式３－３）

９ 調査及び指導

（１）実地調査

知事は、必要があると認めるときは、事業者の事務所及び講習実施場所等において実地調

査を行うことができる。

（２）改善指導

知事は必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な事項の報告及びこれに係る書類

の提出を求めることができる。また、講習事業の実施等に関して適正を欠くと認められると

きは、事業者に対して改善指導を行うことができる。

（３）中止命令

知事は、（２）に基づく改善指導に事業者が従わない場合には、改善が認められるまで、

５ 講習事業の廃止

 事業者は、４で届け出た講習事業の一部又は全部を廃止する場合、廃止する旨の決定後１０

日以内に廃止届出書（様式４）を提出するものとする。

６ 事業者指定及び講習事業内容の変更の届出

 事業者は、事業者又は届け出た講習事業の内容について変更があった場合には変更届出書

（様式５）に必要書類を添付し、変更を決定した日から１０日以内に提出するものとする。

７ 修了証書の交付等

 事業者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、別紙５に定める様式に準じ、修了証書及

び携帯修了証明書を交付するものとする。

  なお、修了証明書に記載する日付は修了評価実施日以降とする。

８ 名簿等の提出

（１）名簿の提出

事業者は、毎事業年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した名簿（様式６）を

知事へ提出すること。

ア 福祉用具専門相談員指定講習修了者の氏名、生年月日、住所

イ 修了年月日

ウ 修了証明書の番号（なお、付番方法については別紙４のとおりとする。）

 なお、名簿（様式６）を紙媒体で提出の他に電子媒体でも提出すること。

（２）事業報告書の提出

 事業者は、毎事業年度終了後２月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書（様式

７）を知事へ提出すること。

ア 開催日時及び場所

イ 受講者数及び修了者数

ウ 講習課程（カリキュラム）（様式１－２）

エ 事業実施年度の収支決算書（様式１－６）

オ 講習ごとの時間割表（様式３－３）

９ 調査及び指導

（１）実地調査

知事は、必要があると認めるときは、事業者の事務所及び講習実施場所等において実地

調査を行うことができる。

（２）改善指導

知事は必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な事項の報告及びこれに係る書

類の提出を求めることができる。また、講習事業の実施等に関して適正を欠くと認められ

るときは、事業者に対して改善指導を行うことができる。

（３）中止命令

知事は、（２）に基づく改善指導に事業者が従わない場合には、改善が認められるまで、



講習事業の中止を命ずることができる。

なお、この場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知する。

10 指定の取消し

事業者が、次のいずれかに該当する場合においては、福祉用具専門相談員指定講習事業者と

しての指定を取り消すことができる。

（１）事業者が、当該講習について、２の指定要件を満たすことができなくなったとき。

（２）事業者が、不正の手段により２の指定を受けたとき。

（３）事業者が、知事に対し、故意に、虚偽の内容を提出したとき。

（４）事業者が、７の規定に反して、講習の全課程を修了していない者に対して修了証書を交付

したとき。

11 聴聞の機会

  知事は、２（３）に定める指定を行わない場合、９（３）に定める講習の中止を命ずる場合

及び10に定める指定取消し等を行う場合においては、当該事業者に対し、弁明の機会を与える

ために聴聞を行う。

12 指定等の公表

  この要綱に基づき、福祉用具専門相談員指定講習の指定を行った場合及び指定を取り消した

場合は、公表するものとする。

附則

（施行期日）

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。

  ただし、施行日以前に指定を受けていた事業者については、当該指定期間終了までを経過期

間とし、本要綱を適用しない。

２ この要綱は平成２４年１０月１日から施行する。

  ただし、平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日の間に、受講生に対し修了証明書を

発行した事業者については、第３条の２を第４条と読み替えるものとする。

３ この要綱は平成２５年４月１日から施行する。

４ この要綱は平成２７年１月１９日から施行し、平成２７年４月１日以降に開始する講習につ

いて適用する。なお、平成２７年４月１日より前に開始された講習の取扱いについては、従前

の例による。

５ この要綱は令和４年４月１日から施行する。

６ この要綱は令和６年４月１日から施行する。

ただし、施行日以前に改正前の本要綱に基づき指定を受けた講習の取扱いについては、従前

の例による。

講習事業の中止を命ずることができる。

なお、この場合においては、あらかじめ書面をもって事業者に通知する。

10 指定の取消し

事業者が、次のいずれかに該当する場合においては、福祉用具専門相談員指定講習事業者

としての指定を取り消すことができる。

（１）事業者が、当該講習について、２の指定要件を満たすことができなくなったとき。

（２）事業者が、不正の手段により２の指定を受けたとき。

（３）事業者が、知事に対し、故意に、虚偽の内容を提出したとき。

（４）事業者が、７の規定に反して、講習の全課程を修了していない者に対して修了証書を交

付したとき。

11 聴聞の機会

  知事は、２（３）に定める指定を行わない場合、９（３）に定める講習の中止を命ずる場

合及び10に定める指定取消し等を行う場合においては、当該事業者に対し、弁明の機会を与

えるために聴聞を行う。

12 指定等の公表

  この要綱に基づき、福祉用具専門相談員指定講習の指定を行った場合及び指定を取り消し

た場合は、公表するものとする。

附則

（施行期日）

１ この要綱は平成１８年１０月１日から施行する。

  ただし、施行日以前に指定を受けていた事業者については、当該指定期間終了までを経過

期間とし、本要綱を適用しない。

２ この要綱は平成２４年１０月１日から施行する。

  ただし、平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日の間に、受講生に対し修了証明書

を発行した事業者については、第３条の２を第４条と読み替えるものとする。

３ この要綱は平成２５年４月１日から施行する。

４ この要綱は平成２７年１月１９日から施行し、平成２７年４月１日以降に開始する講習に

ついて適用する。なお、平成２７年４月１日より前に開始された講習の取扱いについては、

従前の例による。

５ この要綱は令和４年４月１日から施行する。

６ この要綱は令和６年４月１日から施行する。

ただし、施行日以前に改正前の本要綱に基づき指定を受けた講習の取扱いについては、従

前の例による。

７ この要綱は令和７年１０月１日から施行する。

  ただし、施行日以前に改正前の本要綱に基づき指定を受けた講習で、令和 8年 3月 31日

までに終了するものについては、従前の例による。



福祉用具専門相談員講習課程

区分 科    目
時間

数

講義

１ 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

(1) 福祉用具の役割 1

(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 1

２ 介護保険制度等に関する基礎知識

(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み 2

(2) 介護サービスにおける視点 2

３ 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

(1) からだとこころの理解 6

(2) リハビリテーション 2

(3) 高齢者の日常生活の理解 2

(4) 介護技術 4

(5) 住環境と住宅改修 2

４ 個別の福祉用具に関する知識・技術

(1) 福祉用具の特徴 8

演習
(2) 福祉用具の活用 8

（新設）

講義

５ 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

(1) 福祉用具の供給の仕組み 2

(2) 福祉用具貸与計画等の意義と活用 5

演習
６ 福祉用具の利用の支援に関する総合演習

 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 5

合計 50

 (注)上記とは別に、筆記の方法による修了評価（１時間程度）を実施すること。

福祉用具専門相談員講習課程

（削

除）
科    目

時間

数

(削

除)

１ 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

(1) 福祉用具の役割【講義】 1

(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理【講義】 1

２ 介護保険制度等に関する基礎知識

(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み【講義】 2

(2) 介護サービスにおける視点【講義】 2

３ 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

(1) からだとこころの理解【講義】 6.5

(2) リハビリテーション【講義】 2

(3) 高齢者の日常生活の理解【講義】 2

(4) 介護技術【講義・演習】 4

(5) 住環境と住宅改修【講義・演習】 2

４ 個別の福祉用具に関する知識・技術

(1) 福祉用具の特徴【講義・演習】 8

（削

除）

(2) 福祉用具の活用【講義・演習】 8

(3) 福祉用具の安全利用とリスクマネジメント【講義・演習】 1.5

（削

除）

５ 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

及び支援に関する総合演習

(1)  福祉用具の供給とサービスの仕組み【講義】 3

(2) 福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等

の作成と活用【講義・演習】
10

（削

除）

（削除）

 （削除）

合計 53

 (注)上記とは別に、筆記の方法による修了評価（１時間程度）を実施すること。

別紙１ 別紙１



福祉用具専門相談員指定講習課程及び各課程における目的、到達目標及び内容の指針 福祉用具専門相談員指定講習課程及び各課程における目的、到達目標及び内容の指針

別紙１－２ 別紙１－２







講 師 要 件 表

科目 講師の要

件

一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

（１）福祉用具の役割

①保健師  ②看護師  ③理学療法士  ④作業療法士

⑤福祉用具専門相談員 ⑥公益財団法人テクノエイド協会等

が実施する福祉用具プランナー研修修了者（以下「福祉用具プラ

ンナー研修修了者」という。） ⑦大学院、大学、短期大学、介護

福祉士養成校、福祉系高等学校等において当該科目又はそれと

類似する科目を担当する教員（非常勤を含む。以下「大学院等

教員」という。） ⑧ 前 記 以外の者でその業績を審査するこ

とによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（２）福祉用具専門相談員

の役割と職業倫理

二 介護保険制度等に関する基礎知識

（１）介護保険制度等の考

え方と仕組み

①高齢者保健福祉を担当している行政職員 ②保健師 ③

看護師④理学療法士 ⑤作業療法士 ⑥社会福祉士 ⑦

介護福祉士 ⑧ 介護支援専門員 ⑨大学院等教員 ⑩前記以

外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に

適任であると特に認められる者

（２）介護サービスにおけ

る視点

三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

（１）からだとこころの理解

①医師 ②保健師 ③看護師 ④理学療法士 ⑤作業

療法士 ⑥ 精神保健福祉士 ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の

者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任

講 師 要 件 表

科目 講師の要

件

一 福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

（１）福祉用具の役割

①保健師  ②看護師  ③理学療法士  ④作業療法士

⑤福祉用具専門相談員 ⑥公益財団法人テクノエイド協会等

が実施する福祉用具プランナー研修修了者（以下「福祉用具プラ

ンナー研修修了者」という。） ⑦大学院、大学、短期大学、介護

福祉士養成校、福祉系高等学校等において当該科目又はそれと

類似する科目を担当する教員（非常勤を含む。以下「大学院等

教員」という。） ⑧ 前 記 以外の者でその業績を審査するこ

とによって当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（２）福祉用具専門相談員

の役割と職業倫理

二 介護保険制度等に関する基礎知識

（１）介護保険制度等の考

え方と仕組み

①高齢者保健福祉を担当している行政職員 ②保健師 ③

看護師④理学療法士 ⑤作業療法士 ⑥社会福祉士 ⑦

介護福祉士 ⑧ 介護支援専門員 ⑨大学院等教員 ⑩前記以

外の者でその業績を審査することによって当該科目の担当に

適任であると特に認められる者

（２）介護サービスにおけ

る視点

三 高齢者と介護・医療に関する基礎知識

（１）からだとこころの理解

①医師 ②保健師 ③看護師 ④理学療法士 ⑤作業

療法士 ⑥ 精神保健福祉士 ⑦大学院等教員 ⑧前記以外の

者でその業績を審査することによって当該科目の担当に適任

別紙２ 別紙２



であると特に認められる者

（２）リハビリテーション

①医師 ②理学療法士 ③作業療法士 ④大学院等教員

⑤前記以外の者でその業績を審査することによって当該科目

の担当に適任であると特に認められる者

（３）高齢者の日常生活の

理解

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤

介護福祉士 ⑥介護実習・普及センターに配置されている介

護機器相談指導員（以下「介護機器相談指導員」という。） ⑦

大学院等教員 ⑧ 前記以外の者でその業績を審査すること

によって当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（４）介護技術

（５）住環境と住宅改修

①理学療法士 ②作業療法士 ③福祉用具専門相談員 ④

福祉住環境コーディネーター１級・２級試験合格者 ⑤福祉

用具プランナー研修修了者 ⑥１級・２級建築士 ⑦大学院

等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって

当該科目の担当に適任であると特に認められる者

四 個別の福祉用具に関する知識・技術

（１）福祉用具の特徴

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤

介護福祉士  ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プラ

ンナー研修修了者 ⑧介護機器相談指導員 ⑨大学院等

教員 ⑩前記以外の者でその業績を審査することによって

当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（２）福祉用具の活用

・（新設）

ｐ

・（新設）

五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

（１）福祉用具の供給の仕

組み

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研修

修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績を審査す

ることによって当該科目の担当に適任であると特に認められる

（２）福祉用具貸与計画等

   の意義と活用

であると特に認められる者

（２）リハビリテーション

①医師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤大

学院等教員 ⑥前記以外の者でその業績を審査することに

よって当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（３）高齢者の日常生活の

理解

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤

介護福祉士 ⑥介護実習・普及センターに配置されている介

護機器相談指導員（以下「介護機器相談指導員」という。） ⑦

大学院等教員 ⑧ 前記以外の者でその業績を審査すること

によって当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（４）介護技術

（５）住環境と住宅改修

①理学療法士 ②作業療法士 ③福祉用具専門相談員 ④

福祉住環境コーディネーター１級・２級試験合格者 ⑤福祉

用具プランナー研修修了者 ⑥１級・２級建築士 ⑦大学院

等教員 ⑧前記以外の者でその業績を審査することによって

当該科目の担当に適任であると特に認められる者

四 個別の福祉用具に関する知識・技術

（１）福祉用具の特徴

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤

介護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プラ

ンナー研修修了者 ⑧介護機器相談指導員 ⑨大学院等

教員 ⑩前記以外の者でその業績を審査することによって

当該科目の担当に適任であると特に認められる者

（２）福祉用具の活用

（３）福祉用具の安全利用と

リスクマネジメント

①理学療法士 ②作業療法士 ③福祉用具専門相談員

④福祉用具プランナー研修修了者 ⑤介護機器相談指導

員 ⑥大学院等教員 ⑦前記以外の者でその業績を審査す

ることによって当該科目の担当に適任であると特に認められ

る者

五 福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識及び支援に関する総合演

習

（１）福祉用具の供給とサ

ービスの仕組み

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研修

修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績を審査す

ることによって当該科目の担当に適任であると特に認められる

（２）福祉用具による支援

プロセスの理解・福



者

六 福祉用具の利用の支援に関する総合演習

福祉用具による支援の手

順と福祉用具貸与計画等

の作成

①保健師 ②看護師 ③理学療法士 ④作業療法士 ⑤介

護福祉士 ⑥福祉用具専門相談員 ⑦福祉用具プランナー研

修修了者 ⑧大学院等教員 ⑨前記以外の者でその業績を審査

することによって当該科目の担当に適任であると特に認められ

る者

※ 講師（医師を除く）は、上記の要件に加えて、それぞれの実務経験・教員歴等を概ね５年以上有すること。

様式１－１（略）

祉用具貸与計画の作

成と活用

者

・（削除）

・（削除） ・（削除）

※ 講師（医師を除く）は、上記の要件に加えて、それぞれの実務経験・教員歴等を概ね５年以上有すること。

様式１－１（略）



様式現行 様式改正案

様式１－２

講習課程

教  科  名 内     容

福祉用具と福祉用具専門相談員の役割                     （○時間）

福祉用具の役割       （○時間） ・福祉用具の定義や役割

福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

              （○時間）

・介護保険制度における福祉用具専門相談員の役割

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護保険制度等に関する基礎知識                       （○時間）

介護保険制度等の考え方と仕組み

（○時間）

・介護保険制度等の目的と仕組み

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護サービスにおける視点

（○時間）

・人権と尊厳の保持

・○○○○○○○○○○○○○○○○

高齢者と介護・医療に関する基礎知識                     （○時間）

からだとこころの理解    （○時間）
・加齢に伴う心理機能の変化の特徴

・○○○○○○○○○○○○○○○○

リハビリテーション     （○時間）
・リハビリテーションの基礎知識

・○○○○○○○○○○○○○○○○

高齢者の日常生活の理解   （○時間）
・高齢者の日常生活

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護技術          （○時間）
・日常生活動作における基本的な介護技術

・○○○○○○○○○○○○○○○○

住環境と住宅改修      （○時間）
・高齢者の住まい

・○○○○○○○○○○○○○○○○

個別の福祉用具に関する知識・技術                      （○時間）

福祉用具の特徴       （○時間）
・福祉用具の種類、機能及び構造

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具の活用       （〇時間）
・高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法

・○○○○○○○○○○○○○○○○

・（新設） ・（新設）

福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識           （○時間）

福祉用具の供給の仕組み   （○時間）
・福祉用具の供給の流れ

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具貸与計画等の意義と活用

（○時間）

・福祉用具貸与計画等の意義と目的

・○○○○○○○○○○○○○○○○

様式１－２

講習課程

教  科  名 内     容

福祉用具と福祉用具専門相談員の役割                     （○時間）

福祉用具の役割       （○時間） ・福祉用具の定義や役割

福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

              （○時間）

・介護保険制度における福祉用具専門相談員の役割

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護保険制度等に関する基礎知識                       （○時間）

介護保険制度等の考え方と仕組み

（○時間）

・介護保険制度等の目的と仕組み

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護サービスにおける視点

（○時間）

・人権と尊厳の保持

・○○○○○○○○○○○○○○○○

高齢者と介護・医療に関する基礎知識                     （○時間）

からだとこころの理解    （○時間）
・加齢に伴う心理機能の変化の特徴

・○○○○○○○○○○○○○○○○

リハビリテーション     （○時間）
・リハビリテーションの基礎知識

・○○○○○○○○○○○○○○○○

高齢者の日常生活の理解   （○時間）
・高齢者の日常生活

・○○○○○○○○○○○○○○○○

介護技術          （○時間）
・日常生活動作における基本的な介護技術

・○○○○○○○○○○○○○○○○

住環境と住宅改修      （○時間）
・高齢者の住まい

・○○○○○○○○○○○○○○○○

個別の福祉用具に関する知識・技術                      （○時間）

福祉用具の特徴       （○時間）
・福祉用具の種類、機能及び構造

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具の活用       （○時間）
・高齢者の状態像に応じた福祉用具の利用方法

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具の安全利用とリスクマネジメン

ト

・福祉用具の利用におけるリスクマネジメント

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識及び支援に関する総合演習

（○時間）

福祉用具の供給とサービスの仕組み

（○時間）

・福祉用具の供給やサービスの流れ

・○○○○○○○○○○○○○○○○

福祉用具による支援プロセスの理解・福祉

用具貸与計画等の作成と活用

（○時間）

・福祉用具貸与計画等の意義と目的

・○○○○○○○○○○○○○○○○



福祉用具の利用の支援に関する総合演習                    （○時間）

福祉用具による支援の手順と福祉用具貸

与計画等の作成       （○時間）

・事例（○○○○○○○○○○○○○○○○）

事例に基づくアセスメント、利用目標の選定

福祉用具の選定及び福祉用具貸与計画等の作成

合    計 ○○時間

様式１－３（略）

・（削除）

・（削除） ・（削除）

合    計 ○○時間

様式１－３（略）



様式１－４

講 師 履 歴 書

氏  名 生年月日      年   月   日

自宅住所      電話番号

現在の勤務

先と業務内

容

勤務先名

所 在 地

業務内容 （    年 月 ～ 現在）

担当科目

１(1) 福祉用具の役割 ３(4) 介護技術

１(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 ３(5) 住環境と住宅改修

２(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み ４(1) 福祉用具の特徴

２(2) 介護サービスにおける視点 ４(2) 福祉用具の活用

３(1) からだとこころの理解 ５(1) 福祉用具の供給の仕組み

３(2) リハビリテーション ５(2) 福祉用具貸与計画等の意義と活用

３(3) 高齢者の日常生活の理解
(削除)
６

福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成

担当科目を選

択した

理由

担当科目に関

連する

資格・免許

（ 年 月取得；資格取得番号       ）

（ 年 月取得；資格取得番号       ）

職

歴

学
校
・
専
門
学
校
等

の
教
員
・
講
師

学 校 名 担 当 科 目 就 業 期 間

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

そ
の
他

勤  務  先 業 務 内 容 就 業 期 間

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

上記の記載内容について相違ありません。

 令和  年  月  日         （講師名）

※１ 講師ごとに作成すること

※２ 学校・専門学校等の教員の「担当科目」欄は、今回の担当科目との関連が分かるようにして記載すること。

※３ 担当する科目の「科目番号」の前に○をつけること。

様式１－４

講 師 履 歴 書

氏  名 生年月日      年   月   日

自宅住所      電話番号

現在の勤務

先と業務内

容

勤務先名

所 在 地

業務内容 （    年 月 ～ 現在）

担当科目

１(1) 福祉用具の役割 ３(4) 介護技術

１(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 ３(5) 住環境と住宅改修

２(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み ４(1) 福祉用具の特徴

２(2) 介護サービスにおける視点 ４(2) 福祉用具の活用

３(1) からだとこころの理解
【新】

４(3)
福祉用具の安全利用とリスクマネジメント

３(2) リハビリテーション ５(1) 福祉用具の供給とサービスの仕組み

３(3) 高齢者の日常生活の理解 ５(2)
福祉用具による支援プロセスの理解・福祉

用具貸与計画等の作成と活用

担当科目を選

択した

理由

担当科目に関

連する

資格・免許

（ 年 月取得；資格取得番号       ）

（ 年 月取得；資格取得番号       ）

職

歴

学
校
・
専
門
学
校
等

の
教
員
・
講
師

学 校 名 担 当 科 目 就 業 期 間

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

そ
の
他

勤  務  先 業 務 内 容 就 業 期 間

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

年  月 ～  年  月

上記の記載内容について相違ありません。

 令和  年  月  日         （講師名）

※１ 講師ごとに作成すること

※２ 学校・専門学校等の教員の「担当科目」欄は、今回の担当科目との関連が分かるようにして記載すること。

※３ 担当する科目の「科目番号」の前に○をつけること。



様式１－５

講 師 承 諾 書

貴団体の行う講習について、兵庫県福祉用具専門相談員指定講習会事業者指定要綱を熟読し、

自らの担当する科目及びその内容の講師要件を理解した上で、下記のとおり講師を引き受ける

ことを承諾します。

科目番号・担当科目

 １(1) 福祉用具の役割

 １(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

 ２(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み

 ２(2) 介護サービスにおける視点

 ３(1) からだとこころの理解

 ３(2) リハビリテーション

 ３(3) 高齢者の日常生活の理解

 ３(4) 介護技術

 ３(5) 住環境と住宅改修

 ４(1) 福祉用具の特徴

 ４(2) 福祉用具の活用

（新設） （新設）

 ５(1) 福祉用具の供給の仕組み

 ５(2) 福祉用具貸与計画等の意義と活用

６ 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成

※ 担当する科目の「科目番号」の前に○をつけること。

令和  年  月  日

住 所

名 前

電 話 番 号

電 子 メ ー ル

講習実施団体名             殿

様式１－５

講 師 承 諾 書

貴団体の行う講習について、兵庫県福祉用具専門相談員指定講習事業者指定要綱を熟読し、

自らの担当する科目及びその内容の講師要件を理解した上で、下記のとおり講師を引き受ける

ことを承諾します。

科目番号・担当科目

 １(1) 福祉用具の役割

 １(2) 福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

 ２(1) 介護保険制度等の考え方と仕組み

 ２(2) 介護サービスにおける視点

 ３(1) からだとこころの理解

 ３(2) リハビリテーション

 ３(3) 高齢者の日常生活の理解

 ３(4) 介護技術

 ３(5) 住環境と住宅改修

 ４(1) 福祉用具の特徴

 ４(2) 福祉用具の活用

４(3) 福祉用具の安全利用とリスクマネジメント

 ５(1) 福祉用具の供給とサービスの仕組み

 ５(2)
福祉用具による支援プロセスの理解・福祉用具貸与計画等の作成と

活用

（削除） （削除）

※ 担当する科目の「科目番号」の前に○をつけること。

令和  年  月  日

住 所

名 前

電 話 番 号

電 子 メ ー ル

講習実施団体名             殿


